
様式第１号（第７条関係） 

審査基準・標準処理期間整理票 

処分の内容  商工会の財産処分の方法の認可 

根 拠 法 令 

及 び 条 項 

 商工会法第54条第1項 

審
査

基
準
 

■ 有（第４条第１項に該当する場合を含む。） 

□ 無（根拠：第４条第２項第 号に該当） 

公表 ■ する □ しない（公表しない場合の根拠：第７条第４項第 号に該当） 

【内容】（※審査基準を公表する場合のみ記載すること。） 

（財産処分の方法等） 

第５４条 清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て、経済産業大臣

の認可を受けなければならない。 

２ 総会が前項の議決をしないとき又はすることができないときは、清算人は、

経済産業大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。 

３ 残余財産は、商工会又はその目的と類似の公益目的を有する法人その他の団

体に帰属させなければならない。 

４ 第２４条の規定は、第１項及び第２項の認可について準用する。 

（認可又は不認可の通知） 

第２４条 経済産業大臣は、前条第１項の認可の申請があつたときは、遅滞なく、

認可又は不認可の処分をし、その旨を当該発起人に通知しなければならない。 

審 査 基 準 

設定年月日 

令和６年３月１９日 

審 査 基 準

最終変更年月日 

年  月  日 

標準処理期間 

□ 有(第６条において準用する第４条第１項に該当する場合を含む。) 

  期間（                  ） 

■ 無(根拠：第６条において準用する第４条第２項第１号に該当) 

標準処理期間

設定 年月 日 

年  月  日 

標 準 処 理 期 間

最終変更年月日 

年  月  日 

所管部署 環境経済部産業振興課 

備考   

注 許認可等をするかどうかの判断基準が法令又は条例等において具体的に規定し尽

くされているため審査基準を設定する必要がない場合は、その旨及び当該法令の定め



を審査基準の内容欄に記載すること。 


